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1.1 物品調達・業務委託等 

 

【操作説明】 

  

① 「臨時申請」ボタンをク

リックします。 
※調達課へ「業者番号」等の

メールを送付後に申請が可

能となります。上記メール

を送付後も「臨時申請」ボタ

ンが表示されない場合は、

調達課へお問い合わせくだ

さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請種別により入力可否が

異なります。 

 

① 変更したい項目・必須入

力項目を入力します。 

 

② 「次へ」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

  

メインメニュー 

本店情報等登録 

① 

① 

② 
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※申請種別によって表示され

ない場合があります。 

 

① 「契約先区分」を選択し

ます。 

 

 契約先情報が「本店」の

場合は初期値のまま続

行できます。 

 

 契約先情報が「本店以

外」の場合は「契約先区

分」を「本店以外」に変

更してください。 

 

  

① 「市内営業所情報」を入

力する場合はチェックを

入れます。入力の必要が

ない場合はそのまま次の

手順へ進んでください。 

 

 市内営業所情報へチェ

ックを入れた場合は「市

内営業所情報」を全て入

力してください。 

 

 

  

契約先・市内営業所登録 

契約先・市内営業所登録 

① 

① 
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① 市内営業所情報の入力が

必要な場合は入力を行い

ます。 

 

② 「次へ」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① プルダウンから入札説明

書に記載している「業

種」を選択します。 

 

② 表示されたリストから入

札説明書に記載している

「種目」を選択します。 

 
※入札説明書に記載のない「業

種」及び「種目」は選択しない

でください。 

※既に第３希望まで登録のある

事業者に関しては、任意の業

種・種目を削除の上、入札説明

書に記載している対象種目を選

択してください。なお、削除し

た業種・種目を追加する場合

は、次回の定期申請または希望

業種変更申請にてご変更くださ

い。 

 

③ 「次へ」ボタンをクリッ

クします。 

 

 この画面は「本店情報等

登録」画面の申請区分で

「物品調達」を選択した

場合に表示されます。 

契約先・市内営業所登録 

物品調達種目情報 

② 

① 

② 

③ 

① 
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① 入札説明書に記載してい

る「業種」のグレーの見

出しをクリックします。 

 

② 「種目」リストから入札

説明書に記載している種

目を選択します。 

 

③ 「次へ」ボタンをクリッ

クします。 

 
※入札説明書に記載のない「業

種」及び「種目」は選択しない

でください。 

 
 この画面は「本店情報等

登録」画面の申請区分で

「業務委託・役務の提

供」を選択した場合に表

示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 入札説明書に記載してい

る「業種」のグレーの見

出しをクリックします。 

 

② 入札説明書に記載してい

る「種目」リストから希

望種目を選択します。 

 

③ 「次へ」ボタンをクリッ

クします。 

 
※入札説明書に記載のない「業

種」及び「種目」は選択しない

でください。 

 

業務委託・役務の 

提供種目情報 

賃借・売払い種目情報 

③ 

② 

① 

① 

② 

③ 
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 この画面は「本店情報等

登録」画面の申請区分で

「賃借・売払い」を選択

した場合に表示されま

す。 

 

 

  

※申請種別により入力可否が

異なります。 

 

① 申請書類名を入力しま

す。 

 

② 「参照」ボタンをクリッ

クします。 

 

  

① 添付する資料を選択しま

す。 

 

② 「開く」ボタンをクリッ

クします。 

 

 

  

添付資料登録 

ファイル選択ダイアログ 

① 

② 

① ② 
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① 「添付書類については、

原本と相違ないことを誓

約します。」のチェック

を選択します。 

 

② 「次へ」ボタンをクリッ

クします。 

 

 印鑑（登録）証明書及び

使用印鑑届（兼委任状）

を添付する場合は、必ず

原本をスキャンして添

付してください。 

 

 資料の添付ができない

場合は、「次へ」を押し、

申請を完了させた上で、

担当部署にご連絡くだ

さい（郵送提出等を案内

します）。 

 

  

① 登録内容を確認し、「登

録」ボタンをクリックし

ます。 

 

 

 

  

添付資料登録 

① 

② 

登録内容確認 

① 
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① 受付番号が表示されてい

ることを確認します。 

 

登録完了 

① 


